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令和５年横審第１６号 

裁    決 

油送船Ａ乗揚事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

海技免許 二級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和５年４月１４日２０時１６分半僅か過ぎ 

三重県四日市港第１区 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 油送船Ａ 

総 ト ン 数 ３,８２９トン 

全 長 １０４.９３メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 ３,２５０キロワット 



 - 2 -

３ 事実の経過 

 (1) 設備等及び操縦性能 

Ａは、船尾船橋型鋼製油送船で、船橋内前部中央に操舵スタンド、

左舷側にレーダー２台及び電子海図情報表示装置、右舷側に機関及

びバウスラスター制御盤がそれぞれ設置されていた。 

操舵スタンド左側の上下に２つの選択スイッチが取り付けられて

おり、各選択スイッチは、上側が最大舵角選択用スイッチ（以下

「舵角選択スイッチ」という。）、下側が操舵システム選択用スイ

ッチ（以下「システム選択スイッチ」という。）で、舵角選択スイ

ッチを右側に倒すと最大舵角が離着岸時操船用の７０度、中央にす

ると通常航行時用の５０度となり、システム選択スイッチを右側に

倒すと１号操舵システム、左側に倒すと２号操舵システムがそれぞ

れ稼働し、中央にすると操舵システムが停止して警報が鳴るように

なっていた。 

Ａの操縦性能は、通常満載状態で１１.４ノットの全速力前進中、

舵角３５度での左右旋回時の横距がそれぞれ１３０メートル及び 

１４０メートルで、縦距が２９０メートルであった。 

 (2) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか１１人が乗り組み、航空燃料５,６００

キロリットルを積載し、船首５.５７メートル船尾６.７１メートル

の喫水をもって、令和５年４月１４日２０時００分四日市港第１区

南西部の岸壁を発し、第１航路を経由して出航する予定で、北海道

苫小牧港に向かった。 

ところで、四日市港第１区は、四日市港の中央部に位置し、南部

に埋立地があり、同埋立地とその北方の東防波堤との間に航路幅

３００メートル長さ１,８５０メートルの第１航路があり、同航路
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は水深１２メートルまで浚渫されていたものの、第１航路と埋立地

の間には水深５メートル以下の浅所（以下「埋立地北方浅所」とい

う。）が存在していた。 

ａ受審人は、舵角選択スイッチを７０度に、システム選択スイッ

チを１号操舵システムが稼働するようにそれぞれ設定して離岸作業

を行った後、昇橋した三等航海士を操舵に就け、２０時０８分少し

過ぎ四日市港東防波堤南灯台（以下「防波堤南灯台」という。）か

ら２４１度（真方位、以下同じ。）１,７４０メートルの地点で、

針路を０３５度に定め、速力を２.９ノット（対地速力、以下同

じ。）として、手動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、徐々に増速し、２０時１１分少し過ぎ防波堤南灯

台から２５０度１,３４０メートルの地点で、右舵５度を指示して

機関を全速力前進とし、２０時１３分半僅か前防波堤南灯台から 

２５６度７８０メートルの地点で、針路が０９５度、速力が９.８

ノットとなったとき、船首が第１航路方に向いたことから、舵中央

を指示して、三等航海士と操舵を交代した。 

ａ受審人は、２０時１３分半僅か過ぎ防波堤南灯台から２５６度

７５０メートルの地点で、最大舵角を通常航行時用に切り替えるこ

ととして舵角選択スイッチを切り替えたつもりが、システム選択ス

イッチを切り替えていたことから、操舵システムが停止して警報が

鳴った。 

ａ受審人は、警報が鳴ったとき、操舵不能に陥ったが、舵角選

択スイッチの切り替えは簡単な操作なので間違えることはなく、操

舵システムが故障したものと思い、システム選択スイッチの状態の

確認を十分に行わなかったので、同スイッチを切り替えたことに気

付かなかった。 



 - 4 -

ａ受審人は、わずかに右舵がとられた状態で操舵システムが停

止したことから、緩やかに右回頭を続けながら埋立地北方浅所に向

かって続行し、機関を微速力後進、続けて全速力後進にかけ、さら

に右舷錨を投下したものの、及ばず、２０時１６分半僅か過ぎ防波

堤南灯台から１９１度５００メートルの地点において、Ａは、船

首が１８１度を向き、２.８ノットの速力となったとき、同浅所に

乗り揚げた。 

当時、天候は曇りで風力１の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期に

あたり、視界は良好であった。 

乗揚の結果、船首部船底外板に擦過傷等を生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件乗揚は、夜間、四日市港第１区において、出航中、操舵システム

の警報が鳴った際、システム選択スイッチの状態の確認が不十分で、操

舵システムが停止して操舵不能となり、埋立地北方浅所に向かって緩や

かに右転しながら進行したことによって発生したものである。 

ａ受審人は、夜間、四日市港第１区において、出航中、操舵システム

の警報が鳴った場合、選択スイッチを切り替えたときに同警報が鳴った

のだから、システム選択スイッチの状態の確認を十分に行うべき注意義

務があった。しかるに、同人は、舵角選択スイッチの切り替えは簡単な

操作なので間違えることはなく、操舵システムが故障したものと思い、

システム選択スイッチの状態の確認を十分に行わなかった職務上の過失

により、同スイッチを切り替えたことに気付かず、操舵システムが停止

して操舵不能となり、埋立地北方浅所に向かって緩やかに右転しながら

進行し、同浅所への乗揚を招き、船首部船底外板に擦過傷等を生じさせ

るに至った。 
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以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。  

令和５年１１月２日 

横浜地方海難審判所 

審 判 官  大  北  直  明 

 

 


